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ページ 掲 載 内 容 

２・３ 

相談(年金相談所開設のお知らせ)、募集(パソコン農業簿記記帳研修会参加者)、お知らせ

(就学時健康診断の実施について／令和６年度後期高齢者医療保険料の引上げについて／防

災・一般情報提供メールについて／介護保険料の変更について／敬老祝金を支給します) 

４・５ 

お知らせ(９月は発達障害福祉月間／市民と市議会との意見交換会を開催／国民保護法で指

定する避難施設について／Ｊアラート全国一斉情報伝達試験の実施について／９月10日は

「下水道の日」)、スポーツ・文化イベント情報、キッズだより 

６ まちのカレンダー、枕崎弁「すんくじら狂句」 

※読んだらすぐに次の家に回しましょう  

 
※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで 

 

 

■内鍋リサイクルセンターへのごみの持ち込みについて(９月１日から) 
 
場所 火之神岬町885番地(内鍋清掃センター敷地内) 

受入日時 月・水・土曜日(年末年始は除く) 午前８時30分～正午、午後１時～３時 

手数料 無料 

持ち込み可能なもの 

木枝(剪定枝類)、可燃性粗大ごみ(布団、木製家具、衣装ケースなどのプラスチック製品など)、不

燃性粗大ごみ(自転車、ベビーカー、石油ストーブなど)、もえるごみ、もえないごみ、資源ごみ 

※もえるごみ、もえないごみ、資源ごみをリサイクルセンターへ持ち込む場合には分別したうえで指定

ごみ袋に入れて持ち込んでください。 

※もえるごみ、もえないごみ、資源ごみはできるだけ地域の集積所に出してください。 

事業系ごみは持ち込み不可 

事業活動(個人事業主も含む)に伴うごみはリサイクルセンターへは持ち込めません。なんさつＥ

ＣＯの杜へ自ら持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼をしてください。 

 

■分別のルールが変わります(９月１日から) 
 
「もえるごみ」として出すものが増えます。例：バケツ(プラスチック製)、タッパー、靴 など 

「もえないごみ」に『有害ごみ』、「資源ごみ」に『小型家電』の分別種類が追加されます。 

・『有害ごみ』(もえないごみ：赤色の袋) 例：蛍光灯、電球、体温計(水銀計) 

＝有害ごみのみを袋にいれて「もえないごみ」の日に出します。 

・『小型家電』(資源ごみ：黄色の袋) 例：電話機、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機 など 

＝小型家電のみを袋に入れて「資源ごみ」の日に出します。 

※取り外した電池やバッテリーは「火災危険物」として出してください。 

※小型家電(40㎝×20㎝以下のもの)については市民生活課環境整備係窓口でも回収します。 

問合せ 市民生活課環境整備係 TEL76-1097 



２ 

お 知 ら せ 

相   談 募   集 
 

 
 

年金相談所開設のお知らせ 
 

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。 

日時 ９月５日(木) 午前10時～午後３時 

場所 市民会館第５会議室 

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談が

できない場合があります。 

予約先 鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111 

■たとえばどんな相談ができますか？ 

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。 

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。 

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。 

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。 

※国民年金保険料の納付はできません。 

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(基

礎年金番号通知書・年金手帳・年金証書な

ど)や個人番号がわかるもの(マイナンバーカ

ードなど)をお持ちください。 

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。 

■近隣市での相談も可能です。 

９月19日(木) 知覧夢郷館専門技術研修室 

令和６年度の国民年金保険料の免除制度の受付

が７月１日より始まっています。お早目にお手

続きをお願いします。保険料を未納のままにし

ておくと、将来の「老齢基礎年金」や障害・死

亡といった不測の事態が生じたときの「障害基

礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることが

できない場合があります。経済的な理由により、

保険料を納めることができない場合は、保険料

を「全額免除」また「一部免除」する制度があ

ります。 

全額免除＝保険料の全額を免除 

一部免除＝保険料の一部を免除(４分の３免

除・半額免除・４分の１免除) 

保険料の納付が難しい時には、未納のまま放

っておかずに国民年金保険料免除制度をご利用

ください。申請・手続きについては、市民生活

課国民年金係にお問い合わせください。 

国民年金は、あなたの助けになります。もしも

のため、将来のため、保険料を納めましょう。 

問合せ 市民生活課国民年金係 TEL76-1096 

 

    

パソコン農業簿記記帳研修会参加者 
 
農業委員会では、関係機関の協力を得て農業

経営の基礎となるパソコンによる複式簿記記帳

研修会を実施します。パソコンを活用して経営

管理をするとともに、青色申告に必要な決算書

を作成できるよう指導します。 

対象者 農業者 

持参する物 ノートパソコン(農業簿記ソフト

が必要)、筆記用具、電卓、通帳、伝票など 

※農業簿記ソフトについては、南薩地域振興局

農政普及課経営普及係(TEL52-1346)へお問い

合わせください。 

開催日程(予定) ９月10日(火)、10月８日(火)、

11月５日(火)、12月10日(火)、１月７日(火)、

２月12日(水) 

※途中からでも参加できますが、事前に農業委

員会事務局へお申込みください。 

時間 午後１時30分～４時 

場所 市民会館第２会議室 

※９月10日のみ第４会議室 

問合せ・申込み 農業委員会事務局 TEL76-1094 

 

 

 

 

 

就学時健康診断の実施について 
 

 学校保健安全法の規定に基づき、令和７年度に

小学校入学を予定するお子様に対し、就学時健康

診断を下記の日程で実施します。 

保護者の皆さんへのご案内は住民基本台帳を基

に作成し、送付します。 

就学時健康診断は、保護者または近親者付き添

いの上、受診してください。 

日程 桜山小学校、立神小学校 10月17日(木) 

枕崎小学校、別府小学校 10月24日(木) 

時間 午後１時～１時20分(受付) 

午後４時終了予定 

場所 総合体育館 

問合せ 学校教育課保健体育係 TEL76-1243 

 

 

 



                ３ 

令和６年度後期高齢者医療保険料の

引上げについて 
 

後期高齢者医療保険制度においては、２年に

一度保険料の見直しを行っています。 

 本年度は保険料見直しの年にあたり、保険料

が下記のように変更されています。 

※保険料額の計算＝均等割額＋所得割額 

今回の見直し 

■保険料額 

 限度額[昨年度]66万円→[今年度]80万円※① 

■均等割額 

 [昨年度]56,900円→[今年度]59,900円 ※② 

■所得割額 

 [昨年度]  

(昨年中の所得額－43万円)×10.88％ 

[今年度]  

 (昨年中の所得額－43万円)×11.72％  ※① 

※①激変緩和措置あり 

※②所得に応じ軽減あり 

均等割額の軽減や、令和６年度の激変緩和措

置など詳細については、市ホームページまたは

８月上旬に発送の納税通知書に同封のチラシを

ご覧ください。 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066 

 

 

防災・一般情報提供メールについて 
 

防災行政無線から放送された内容をメールで

受信することができます。災害情報だけではな

く、一般のお知らせも受信を選択することがで

きます。 

受信には、登録が必要です。下記の二次元バ

ーコードに空メールを送信すると登録用のURL

が送られてきます。詳しい登録方法については、

市ホームページ(「枕崎市 防災・一般情報提

供メール」で検索)をご覧ください。 

登録はコチラ⇒ 

 

 

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086 

 

 

 

 

 

介護保険料の変更について 
 
令和６年度は保険料見直しの年にあたり、年

間保険料が下記のとおり変更されています。 

※各段階の判定基準については、市ホームペー

ジまたは８月上旬に発送の納税通知書に同封

のチラシをご覧ください。 

 令和５年度 

（昨年度） 

令和６年度 

（今年度） 

第１段階 20,700円 19,200円 

第２段階 34,600円 32,800円 

第３段階 48,500円 46,300円 

第４段階 62,300円 60,900円 

第５段階 69,300円 67,700円 

第６段階 83,100円 81,200円 

第７段階 90,000円 88,000円 

第８段階 103,900円 101,500円 

第９段階 117,800円 115,000円 

第 10 段階  128,600円 

第 11 段階  142,100円 

第 12 段階  155,700円 

第 13 段階  162,400円 

問合せ 税務課課税係 TEL76-1066 
 
 

敬老祝金を支給します 
 

市では、９月１日に本市に住所がある方で、

今年度87歳・98歳になられる方および101歳以

上になられる方に敬老祝金の支給をします。 

支給の際は、市役所の職員がご自宅にお伺い

して支給しますので、印鑑を準備してお待ちく

ださい。 

対象者 訪問日 

■87歳 

昭和12年４月２日～

昭和13年４月１日の

間に生まれた方 ９月５日(木) 

職員訪問 ■98歳 

大正15年４月２日～

昭和２年４月１日の

間に生まれた方 

■101歳以上 

大正13年４月１日 

以前に生まれた方 

９月12日(木) 

市長訪問 

問合せ 福祉課高齢者介護保険係 TEL76-1195 

 

 



４ 

９月は発達障害福祉月間 
 

障害のある方が、地域社会の中で皆さんと共

に生きる共生社会を実現するため、９月を発達

障害福祉月間と定めて、毎年全国的な広報活動

を実施しています。 

障害があっても一人一人が「自分らしく」生

きていくために、市民の皆さんの障害へのご理

解とご協力をお願いします。 

問合せ 福祉課障害福祉係 TEL76-1197 

 

 

市民と市議会との意見交換会を開催 
 

市議会では、市民の皆さんの声を市政に反映

させるため、前回に引き続きワークショップ形

式で「市民と市議会との意見交換会」を開催し

ます。 

事前の予約は不要ですので、お気軽にご参加

ください。 

詳細は広報まくらざき10月号の折込チラシに

掲載予定です。 

日時 10月28日(月) 午後７時～９時 

会場 市民会館第１会議室 

テーマ 観光振興 ～火之神保有地の利活用に

ついて～ 

問合せ 議会事務局議事係 TEL76-1046 

 

 

国民保護法で指定する避難施設につ

いて 
 

県では、武力攻撃事態などにおいて住民を避

難させ、または避難住民などの救援を行うため、

あらかじめ避難施設を指定しています。 

県のホームページでは、避難施設の一覧を掲

載しているほか、国の国民保護ポータルサイト

とリンクして、利用者が現在地付近の避難施設

情報を簡単な操作で確認できます。 

県ホームページはこちら⇒ 

 

 

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086 

 

 
 
 

Ｊアラート全国一斉情報伝達試験の
実施について 
 

 地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、

全国一斉に緊急情報の伝達試験が実施されます。

人工衛星などを用いて国から配信された緊急情

報について全国瞬時警報システム(Jアラート)

を通じて防災行政無線で放送します。 

日時 ８月28日(水) 午前11時頃 

※気象や地震活動の状況などにより、中止にな

る場合があります。 

試験内容 市内44カ所に設置してある防災行政

無線や戸別受信機から、次のように放送されます。 

①防災行政無線チャイム 

②「これは、Jアラートのテストです」(３回) 

③「こちらは、『ぼうさい枕崎市』です」 

④防災行政無線チャイム 

※年３～４回実施する全国一斉情報伝達試験の

ほか、緊急地震速報訓練(年２回)を実施して

います。 

問合せ 総務課危機管理対策係 TEL76-1086 

 

 

９月10日は「下水道の日」 
～水の星 支えるあなたに ありがとう～ 

 

 ９月10日は「下水道の日」として、下水道整

備の促進について皆さんに一層のご理解とご協

力をいただくことを目的に、全国一斉に下水道

促進のための運動が行われます。 

 下水道は、快適な生活環境と、海や河川など

公共用水域の水質保全を図るための施設です。 

 下水道供用区域内で、まだ下水道に接続して

いない家庭や飲食店および食品加工場などの事

業所は、早めに接続していただき、環境保全に

ご協力ください(本市下水道供用区域内で下水

道に接続されている世帯の割合は令和６年３月

末時点で90.2％です)。 

 また、使われた水を流す際は、油分や野菜く

ず、髪の毛やゴミなどを取り除いてから流すよ

うに心がけ、適切な下水道利用をお願いします。 

問合せ 水道課下水管理係 TEL73-1091 

 



                ５ 

スポーツ・文化イベント情報 

問合せ スポーツ・文化振興課 

 TEL72-9998 
 

キン・シオタニ展 ～絵と題名～ 
 

東京生まれで枕崎をたびたび訪れている『旅

するイラストレーター』キン・シオタニ氏によ

る展覧会を開催します。ユニークな作品を通し

て、アートの面白さだけでなく、枕崎を題材と

した作品もあり、普段気づかない枕崎の良さを

伝える展覧会として開催します。 

また、展覧会初日にはワークショップ「キ

ン・シオタニさんと一緒に絵をかいて題名をつ

けよう！」を開催します。 

開館時間 午前９時～午後５時(入館は午後４

時30分まで) 

会期 ９月15日(日)～10月16日(水) 

※月曜休館 月曜が祝日の場合は翌日休館 

観覧料 一般＝200円、高校・大学生＝100円、

中学生以下＝無料 

 

～イベント～ 

ワークショップ「キン・シオタニさんと一緒に

絵をかいて題名をつけよう」 

日時 ９月15日(日) 午後２時～４時 

参加定員 40名 

参加料 無料(保護者と一緒の場合、保護者の

入館料は無料) 

申込み期間 ９月12日(木)までに電話で申し込

んでください。 

申込み・問合せ 南溟館 TEL72-9998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ ッ ズ だ よ り 

問合せ 子育て支援センターキッズ 

              TEL72-0382 

 

 子育て支援センター「キッズ」では、乳児・

幼児および保護者が相互の交流を行う場を開設

しています。子育て中の親子であればどなたで

も無料で利用できます。 

場所 立神海の風こども園(中央町261) 

開放日 毎週月～金曜日 

開放時間 午前８時30分～午後１時30分 

 

９月の行事（午前10時から） 

日 曜日 行事の内容 要予約 

３ 火 
ママちゃれんじデー 

～シュシュ作り～ 
○ 

５ 木 敬老の日プレゼント作り ○ 

10 火 
園庭遊び  

試食会 ○ 

11 水 防災ヨガ  

13 金 誕生会  

18 水 ベビーマッサージ教室 ○ 

20 金 栄養・発達講座  

24 火 音楽遊び  

25 水 骨盤調整体験 ○ 

26 木 読み聞かせ  

 

※10日(火)の園庭遊びは、雨天の場合、キッズ

ルームで遊びます。 

※活動は変更または中止になることもあります

ので、予めご了承ください。 

※要予約の活動は、少人数限定になっているも

のもありますので、早めにお申し込みくださ

い。 

 

○相談支援事業について 

未就園児の保護者を対象にお子様の発育など

の心配事に対する「相談支援事業」を実施して

います。 

相談日 毎週水曜日・木曜日 

時間 午後２時～４時 

※上記問合せ先へ電話での予約が必要です。 
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■謎かけの答え＝縦にしがないもはん 

 

 

日(曜日) 行 事 名 場 所 ・ 時 間 問 合 せ 

２日(月) 母子健康手帳交付 健康センター   9:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

９日(月) 初妊婦講座 健康センター   9:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

17日(火) 

 

◎十五夜 

旧金山小校庭  19:00～20:00 

【対象】小・中学生、高校生、

一般 

金山地区公民館 

72-9690 

母子健康手帳交付 健康センター   9:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

18日(水) ◎男性料理教室 健康センター  10:00～11:30 
健康センター 

72-7176 

19日(木) 

子育てサロン 健康センター  10:00～11:30 
健康センター 

72-7176 

◎男性料理教室 立神センター  10:00～11:40 
健康センター 

72-7176 

20日(金) 市民あいさつ運動 
市民全体で声かけ・あいさつに

取り組みましょう。 

市民会館 

72-2221 

21日(土) 親子おやつ作り 
別府地区公民館 13:00～15:00

【対象】小・中学生、保護者 

別府地区公民館

76-2010 

 

 

市政へのご意見・提言の窓口 

〒898-8501 枕崎市千代田町 27 番地 枕崎市役所 総務課秘書広報係 

電話 72-1111(代表) 72-0033(直通) FAX72-9436 

E-mail koho@city.makurazaki.lg.jp  

市ホームページ https://www.city.makurazaki.lg.jp 

まちのカレンダー ９ 月 ※「◎」は高齢者元気度アップ・ 

ポイント事業の対象事業です。 

マイナンバーカードに関する窓口時間延長・日曜日開庁について 
仕事などで平日の昼間に市役所に行くことができない方のために、窓口時間の

延長および日曜日の開庁を行っています。併せて、住民票の写し・印鑑登録証

明書(印鑑登録証持参)も発行できます。※どちらも本人確認書類が必要です。 

■時間延長 毎週木曜日 午後７時30分まで 

■日曜日開庁 毎月第２日曜日 午前８時30分～正午 

問合せ 市民生活課市民係 TEL76-1093 

mailto:koho@city.makurazaki.lg.jp

